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序     文  

 

 国際協力機構は、キューバ国政府の要請を受け、平成 19 年 3 月にキューバ国技術協

力プロジェクト「自由流通米証明種子の生産システムの強化」に関する事前調査を実

施し、その調査結果を踏まえて、平成 19 年 11 月 11 日から 11 月 26 日まで、中米カリ

ブ地域支援事務所次長上條直樹を団長とする実施協議調査団を現地に派遣しました。  

 同調査団は、キューバ国関係者と実施のための協議を行い、討議議事録（R/D）、プ

ロジェクトデザインマトリックス PDM、実施計画書（PO）の署名交換を行いました。

その結果、本プロジェクトを平成 20 年 3 月から 3 年間の計画で実施することになりま

した。  

 本報告書は、同調査団による協議結果を取りまとめたものであり、今後、本プロジ

ェクトの実施にあたり広く活用されることを願うものです。  

 終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心より

感謝の意を表します。  

 

平成 19 年 12 月  
 

                     独立行政法人国際協力機構  
                                農 村 開 発 部      

部  長 小 原 基 文  
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第１章 実施協議調査団の派遣  

 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

キューバ共和国（以降「キューバ国」とする）は、面積 110,861km2（日本の 0.29

倍）、人口 1,130 万人（2003 年）。一人当たり GDP は 1,700 米ドル（1999 年）である。 

キューバ国の農地面積は 370 万 ha（2001 年）、農業就業人口は約 77 万人（14％、2001

年）、農業部門は GDP の 6.3％（サービス部門 65％、製造部門 17％、2002 年）、輸出

に占める農産物の割合は 44％（2001 年）である。サトウキビ栽培の優れたポテンシャ

ルを有することから、植民地時代からサトウキビ生産を中心としたモノカルチャー構

造が作り上げられてきた。このため、主要穀物の自給率は 23％と低く、主食である米

についても消費量の約 65％を輸入している。  

米の増産と安定供給による食糧安全保障の確立は国家の最優先課題となっている

一方で、社会主義圏の崩壊に伴い、大量の肥料や農薬の散布に依存した技術体系によ

る大規模生産に支障を来し、総生産量が減少した。このような状況を背景にキューバ

政府は 1996 年から小規模生産者によるいわゆる自由流通米の増産プログラムを開始

し、しょうきぼ生産者への支援を行なってきた。これに関連して、稲作面積の 4 割を

占める中央地域 5 県において小規模稲作の生産性向上を目的として、我が国に対し技

術協力を要請し、これを受けて我が国は、2003 年度から開発調査「キューバ国中央地

域における持続的稲作技術開発計画」を行い中部 5 県の自由流通米生産増のためのア

クションプランの策定を支援した。同開発調査の結果、自由流通米生産における証明

種子の利用率が約 27％ (2003 年推定値 )と低いことから、生産拡大には地域特性に適し

た優良品種の導入が急務で、かつ速効性が期待できることが明らかとなった。また、

優良品種の導入に不可欠な証明種子の普及のための種子の生産・配布システムの強化

が必要とされ、本件への早期取り組みが、開発調査の提言に基づくアクションプラン

の最重要課題と考えられている。  

上記開発調査結果を踏まえてキューバ国政府は、中央地域 5 県における自由流通米

の証明種子の生産とその普及のためのプロジェクトを早期に立ち上げたいとして、我

が国に対し技術協力を要請した。  

2007 年 3 月に事前調査団を派遣し、要請内容の確認、プロジェクト基本計画（案）

の策定を行うとともに、プロジェクト実施に関する各種手続きにつき確認し、その結

果をミニッツに取りまとめ書名・交換を行った。  

今回調査は、上述の事前調査の結果に基づき、キューバ国政府関係者とプロジェク

ト実施の最終的な協議を行い、討議議事録（Record of Discussion：R/D）ならびにプロ

ジェクトデザインマトリックス（PDM）および実施計画（PO）を含むミニッツを作成

し、署名・交換を行うことを目的として派遣された。  

 

１－２ 調査団の構成 

(1)総括   上條 直樹  JICA 中米カリブ地域支援事務所 次長  

(2)協力企画   鈴木 央  JICA 農村開発部 畑作地帯第一チーム 職員  
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(3)通訳  島崎 マリ   

（現地参団） 都築ひろみ JICA キューバ派遣専門家  

 

１－３ 調査日程  

総括：上條直樹 協力計画：鈴木　央 通訳：島崎マリ

1 11月11日 日
13:35 サントドミンゴ発 CU201
15:00 キューバ着

同左

2 11月12日 月
10:00 JICA派遣専門家打ち合わせ
11:00 在キューバ日本国大使館表敬
14:00 MINVEC協議

同左

3 11月13日 火
09:30 農業省協議
14:00 稲作研究所視察・協議

同左

4 11月14日 水 10:30 漁業省・水産研究センター協議 同左

5 11月15日 木
サンタクララへ移動(陸路）
13:00 地域稲作試験場視察・協議

同左

6 11月16日 金
カマグェイへ移動(陸路）
12:00 水産試験場調査・協議
（サンタクルスデスル）

同左

7 11月17日 土 カマグエイ→ハバナ（陸路） 同左

8 11月18日 日
08:10 メキシコ発 MX323便
11:50 ハバナ着
団内打ち合わせ

資料整理
団内打ち合わせ

同左

9 11月19日 月
09:00 R/D協議（農業省）
13:30 R/D協議（MINVEC）
15:30 R/D協議（漁業省）

同左 同左

10 11月20日 火
09:00 R/D協議（農業省）
13:30 R/D協議（MINVEC）
15:30 R/D協議（漁業省）

同左 同左

11 11月21日 水
09:00 R/D協議（農業省）
13:30 R/D協議（MINVEC）
15:30 R/D協議（漁業省）

同左 同左

12 11月22日 木

09:00 R/D協議（農業省）
13:30 R/D協議（MINVEC、EMED）
15:30 R/D協議（漁業省）
17:00 大使館報告

同左 同左

13 11月23日 金
11:00 R/D署名（農業省、MINVEC）
14:00 R/D署名（漁業省、MINVEC）
16:00 JICA派遣専門家報告

同左 同左

14 11月24日 土
12:50 ハバナ発 MX332便
14:40 メキシコ着

同左 資料整理

15 11月25日 日
08:50 メキシコ発 JL5781便
09:50 ロサンゼルス着
11:55 ロサンゼルス発 JL061便

08:55 ハバナ発 CU200便
12:05 サントドミンゴ着

16 11月26日 月 16:40 成田着

日付

 
 

１－４主要面談者 

(1) 農業省  

Lic. Maria Antonia Fernandez Martinez 国際部長  

Ing. Serafin Fernandez Roche  国際部  

 

(2) 稲研究所  

Ing. Jorge Luis Hernandez Concepcion 所長  

Ing. Enrique Juarez    育種部  

MSc. Telce Andel Gonzalez Morera  開発部  

(3) MINVEC 
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Sr. Raul Torres Perez   アジア・中東・大洋州局長  

Sr. Jorge Fernando Crespo   日本担当官  

 

(4) 在キューバ日本大使館  

高松 明      大使  

川真田 一穂     公使  

大野 正義     一等書記官  
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第２章 要約  

 

本実施協議調査団は、2007年11月11日から同25日までキューバ国に滞在し技術協力

プロジェクト「自由流通米証明種子の生産システムの強化」の実施について、農業省

及び稲研究所などなど関係機関と協議した。  

 調査団は、事前調査（2007年3月）の結果に基づく協力基本計画及び実施計画（PO）

をキューバ国側と協議した結果、討議議事録（R/D）及びミニッツ（PDM及びPOを含

む）の署名・交換を行った。  

 協議結果の合意されたプロジェクトの概要、及びミニッツの概要は以下のとおりで

ある。  

 

２－１ プロジェクトの概要 

(1) スーパーゴール  

 国内の自由流通米の生産量が増加する。  

(2) 上位目標  

小規模農家が優良稲種子*を使う。  

(3) プロジェクト目標  

登録種子が計画的に配布される。  

(4) 成果  
1）  魅力的な品種の登録種子の生産・配布がより計画的になる。  
2）  登録種子の生産が増加し、より入手し易くなる。  
3）  品種に関する知識が改善する。  

(5) 活動  
1.1.米の品種の需要について基礎調査を行う。  
1.2.小規模でより需要に応じた品種の証明種子を生産するための登録種子生産・配

布計画をつくる。  
2.1.登録種子の品質について基礎調査を行う。  
2.2.登録種子生産について技術マニュアルを作成する。  
2.3.稲作研究所（地域稲作試験場も含む）の研究者に研修を行う。  

A 収穫とポストハーベスト（原原種･原種･登録種子）  
B 栽培管理（原原種・原種・登録種子）  

2.4.上記種子生産・配布計画に基づいて、原原種・原種・登録種子の生産を行う。 
2.5.上記登録種子生産・配布計画に基づいて、登録種子を農業共同組合生産基礎組

織、各郡種子生産者に配布する。  
3.1.稲作研究所が推奨する品種について技術的な情報を作成する。  
3.2.農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生産者に対して稲作研究所が推奨する品

種についての研修と情報提供を行う。  

 

２－２ ミニッツの概要  
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(1) PDM および PO 

 暫定的な PDM と PO を M/M に添付する。最終版は専門家が到着後に MINAG と協

議の上作成し、合同調整委員会で審議され承認を受けるものとする。  

 

(2) SICS 

 プロジェクトにおいて生産される種子は SICS の検定を受けることとなるため、SICS

とプロジェクトの円滑な連携を図る必要がある。  

 

(3) 資機材  

 プロジェクトコストは日本側および MINAG の双方で負担する。後者については内

貨で支出できないもの、例えば燃料、外国から輸入する資機材や部品などがあげられ

るが、これらについても支出可能となるように努力はする。  

 

(4) 旅費  

 日当と宿泊の全額支出は難しいが、食事および移動手段の提供は可能である。ただ

し、宿泊施設の提供はできない。なお、通勤にかかる移動手段は MINAG の方法に従

って提供する。  

 

(5) プロジェクト事務所の場所  

 MINAG はプロジェクトオフィスを稲研究所内に設置する。  

 

(6) A1 フォーム  

 MINAG は専門家要請用の A1 フォームを 2007 年 12 月下旬までに MINVEC を通じ

て、日本側に正式要請する。なお、写しは JICA キューバ専門家（都築氏）を通じて

JICA メキシコ事務所に送付することとする。  

 

(7) 免税特権など  

①  専門家の家財・所有物の持ち込み：専門家一人（家族分を含む）につき 1 回の

免税申請を認める。申請が 1 回であれば分割しての持ち込みも可能。  

②  車の持ち込み：上記の家財・所有物とは別に専門家一人につき車 1 台の持ち込

みも免税を認める。なお、手続きは EMED が行う。  

③  車の現地調達：専門家が車を現地調達する場合は、EMED を通じて免税で調達

できる。  

④  1 住民証・労働許可証：専門家のキューバ滞在が 90 日を超える場合は住民証・

労働許可証を取得する必要がある。  

⑤  マルチビザ：マルチビザの申請はキューバ入国前でも入国後でも可能。ただし、

その取得には 60 日間を要する。  
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第３章 討議議事録の交渉経緯  

 

３－１ 訪問議事録 

(1) MINVEC（11 月 12 日）  

冒頭、ホルヘ氏より MINVEC の業務の概要の説明、および JICA の支援についての

謝辞が述べられ、続いて鈴木より今回の調査概要について説明を行うとともに、今回

の協議の主なポイントを提示し意見交換を行った。概要以下のとおり。  

 

＜マルチビザの発給＞  

キューバ国のマルチビザは、事例ごとに審査し発給可否を決定する。発給の承認は、

申請者が近隣諸国にプロジェクトを持っているなど、業務上頻繁にキューバ国外に出

国する場合に限られる。マルチビザの申請にあたっては、マルチビザが必要な理由を

添えて申請して欲しい。  

 また、マルチビザはキューバ国内で取得するのみならず、日本出発前に申請し取得

しておくことも可能である。  

マルチビザの発給に関しては、MM に残すことを想定していると伝えたところ、キ

ューバ国側からは、MM に残すことが可能かどうか検討しておくとの回答あり。  

 

＜専門家の所有物持ち込みに係る免税特権の付与＞  

キューバ国の法律によれば、専門家の入国時に 1 回だけ免税が認められることにな

っている。そのため、荷物の持ち込みの免税特権に有効期間を設け、たとえば赴任後

ある一定の期間内に持ち込んだものは免税とするなどということは現状では難しい。

所有物持込の免税にかかる手続きや必要書類などについては、担当の部署に確認の上

で後日回答したい。  

  

＜プロジェクト機材の調達について＞  

 プロジェクト機材の調達手続きや必要書類についても、確認の上で後日回答する。  

キューバでは、機材を国外に発注する場合も、国内で調達する場合も、MINVEC の

下部機関の EMED を通じて実施することになる。プロジェクトで機材を調達する際に

は、MINVEC、EMED、プロジェクト C/P 機関、 JICA の 4 者からなる調達委員会が設

置され審査を行うことになる。詳しい話は、EMED から直接聞けるよう打ち合わせの

場を来週にアレンジする。  

 

＜その他＞  

・ 来週の 19 日と 20 日には Director de Medio, Oriente y Oceania の Raul Torres Perez

氏も同席する予定である。  

・ サイナーは MINVEC の副大臣とすることで調整を行う。  

・ 日本との政策協議が今週開催予定であり、プロジェクトの関係することも協議さ

れる可能性がある。  
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(2) MINAG（11 月 13 日）  

冒頭、鈴木より今回の調査概要について説明を行った後に、マリア氏から調査団に

歓迎の意が表されるとともにキューバの農業省の現状についての説明があった。  

引き続き、鈴木から来週の協議での主なポイントを提示し、意見交換を行った。概

要は以下のとおり。  

 

＜専門家の移動手段の確保＞  

専門家への移動手段の提供については、 JICA から供与された車両を含め IIArroz 所

有の車両をその都度提供できるとの回答あり。  

ただし、供与を受けた車両は非常によく活用されているため、パーツ交換等のメン

テナンスが必要となってきている。そのメンテナンス費用は外貨で支出必要があるが、

外貨は農業省の管轄外であり支出が難しい。そのため JICA のフォローアップ協力の

申請を検討しており、都築さんともこれまで相談してきている。  

  

＜プロジェクトの経常経費のキューバ側による負担＞  

 プロジェクトは持続可能性が重要である点は、キューバ側でも認識しており、プロ

ジェクトの運営管理にかかる経費は内貨で対応可能な部分はキューバ側で負担してい

くこととしたい。  

 また、国際協力によってはじめたプロジェクトは、その後キューバ国内のプロジェ

クトとして引継ぎ、予算も確保して続けていく予定である。実際、開発調査で提案さ

れた 9 つの提案についても、キューバ側の国内のプロジェクトとして位置づけフォロ

ーしている。  

 

＜キューバ側で支出が難しい予算＞  

 内貨で対応できず、キューバ側で支出が難しい品目については、来週の協議におい

て調査団に提示する。  

 

＜その他＞  

・ 米はキューバ国民の食糧事情を支える重要な農産物であるため、今回のプロジェ

クトには期待している。  

・ キューバでは科学技術へのアクセスが限られており、2003 年に EU が支援を打ち

切ったため、現在は日本が唯一の支援国である。  

・ プロジェクト PDM の変更を要望する文書を先週提出したが、これについては来週

の協議で調整したい。  

・ 専門家の赴任にあたっては、はじめはお互いがお互いの文化の違いにとまどうか

もしれないが、受け入れるキューバ側でも専門家が快適に活動できるよう最大限

の努力をしたい。  

 

(3) IIArroz（11 月 13 日）  

冒頭、先方よりキューバの米生産の概要についての説明があり、続いて鈴木より今
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回の調査概要について説明を行った。  

その後、 IIArroz の施設や活動を視察した。  

 

開発調査で供与した機材は、種子選別機に一部不具合が出ていたものの、おおむね

状態は良好であり、かつよく活用されていることが伺えた。  

 

先日農業省から提出された PDM の内容変更に関し、指標の数値については専門家

が赴任してから改めて設定することを当方から提案したところ、先方の了解を得た。

また、先方からは、今回設定した数値はデータに基づいており、次週の協議において

それらのデータを紹介したいとの提案があった。  

 

(4) ETIA Sur del Jibaro 

Sur del Jibaro の ETIA の事業等についての説明を受けた後、試験場内を視察した。

概要は以下のとおり。  

 

＜ETIA Sur del Jibaro 事業概要＞  

(1) シエンフエゴ、ヴィジャクララ、シエゴデアビラ、サンクティスピリトゥスの 4

県（技プロ対象の中央 5 県のうちのカマグエイ以外）を担当。総スタッフ数は 50

名、うち研究者は 14 名。100ha の圃場を有し、うち 47ha を稲作に使用している。 

(2) Sur del Jibaro の ETIA は、大きくはアドミ部門と技術部門に分かれており、技術

部門はさらに「遺伝改良」「農芸化学」「防除」「技術情報」の４つのセクションに

わかれる。  

(3) 現在の主な取り組みは次のとおり。  

・ 栽培コストやリスクの低減  

・ ストレス耐性の遺伝子型の調査  

・ 種子生産  

・ 土壌保全・改良  

・ 肥料・農薬試験  

・ 雑草（赤米）管理試験  

・ 栽培技術の普及の効率化  

・ 小規模生産者のための技術開発  

・ 灌漑・排水技術改良  

・ 土地の均平化  

(4) Sur del Jibaro の ETIA での種子生産は、原種と登録種子の生産を行っている。品

種としては、reforma と Cuba31 と Cuba32 の 3 品種を扱っている。なお、前回の生

産実績は原種 3 トンのみで、登録種子生産は行わなかった。  

(5) 技術普及としては以下の取り組みを行っている。  

・ 研修  

・ 品種の育成状況を地域ごとに比較  

・ 新品種の導入  
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・ 普及研修教材の作成  

・ ラジオ、テレビ、新聞などへの番組・記事の提供  

(6) 業務上の障害は次のとおり。  

・機材不足：機械を使えない作業工程は手作業となるため、生産量が限られる。ま

た、乾燥も天日乾燥を行っているため、天候に左右され計画通りに乾燥できない。

結果として需要を満たす種子生産を達成できていない。  

・ 現在の倉庫は温度・湿度管理ができないため、種子保存に適していない。  

・ 現状の保有機材では均平化が難しく、生産性が低い。  

・ パソコンやプロジェクターなど、教材作成や研修用の機材不足  

・ 輸送手段、移動手段不足  

 

＜既存のマニュアル＞  

 技術マニュアルとしては「稲作 ABC」や「自由流通米マニュアル」を作成した。こ

れまでに作成したマニュアルは、開発調査で作成したものも含め 3 種類あるが、いず

れも資金不足で印刷・製本には至っていない。これまでの研修では、マニュアルの中

の必要箇所を抜き出し、必要部数を印刷して使用してきた。  

 

＜技術普及用のラジオ番組＞  

番組名はミクヌク。農業技術を普及するための 1 時間の番組で、稲作はそのうちの

5 分程度。台本などがあるわけではなく、ETIA スタッフが生産者とで出演し、その季

節に合ったテーマの質疑応答をする形で技術情報を提供している。  

 

＜種子生産システム＞  

原原種の生産は 2 段階からなり、第一段階で耐性試験による選抜を行い、第二段階

で育成状況の均一性から選抜を行う。原原種の生産はおおむね 5 年に一回行われる。  

原種は原原種から生産するが、その生産量は毎年 11 月から 12 月頃に開催する委員

会で決定される。  

なお、 IIArroz 本部では原原種と原種を生産、 IIArroz の農場では登録種子を生産、

ETIA では原種と登録種子を生産している。  

米種子は優良農家を通じて農民にも配布されることになる。サンクティスピリツス

県内の優良農家数は 2006 年は 42 軒、2007 年は 39 軒だった。2008 年は 52 軒にしたい。  

 

＜開発調査実証試験のその後の経過＞  

(1) ルベンのエリア  

   品種バンクを実施し、5 品種を生産中。収量試験も reforma と Cuba32 で実施し、

結果は 5 トン /ha であった。  

(2) イレニのエリア  

８～９品種を生産中。収量は４～5 トン /ha。  

(3) 供与機材  

   おおむね順調に活用されている。  
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刈り取り機は使用しているが、刈り取り時に稲を束ねる紐がなくなった。  

乾燥機は、燃料の灯油が高価であるため、電気式に改造して使用している。  

脱穀機はローラーに不具合が出たが、工夫して使っている。  

 

３－２ プロジェクト実施に係る討議経緯 

(1) MINVEC（11 月 19 日～22 日）  

＜マルチビザ＞  

マルチビザについては、その必要性が確認できれば、専門家に対し発給できる。こ

れまでには、中米カリブ地域に複数のプロジェクトを持っているカナダやヨーロッパ

の NGO に対して発給した実績がある。申請から取得には 60 日かかるが、キューバ赴

任前、赴任後のいずれの場合でも申請可能である。なお、キューバ赴任までの期間が

60 日に満たない場合でもマルチビザの事前申請は可能であり、申請から 60 日後にキ

ューバで発給されることとなる。ただし、入国時には別途入国ビザを取る必要がある。  

 

＜入国ビザ＞  

 活動期間が 3 カ月未満の専門家は、通常の入国ビザの取得のみを行えばよく、労働

許可証や住民証を取得する必要はない。この入国ビザの有効期限は 1 か月間だが、2

回更新ができる。  

 

＜専門家への免税特権の付与＞  

専門家個人の所有物・家財道具の持ち込みにあたっての免税特権は、その家族を対

象に 1 回に限って申請が可能である。なお、申請が 1 回であれば、複数回に分けてキ

ューバ内に持ち込むこともできる。その手続きは EMED が担当する。  

また、車の持ち込みは、所有物・家財道具の持ち込みとは別に免税措置を受けられ

る。車を持ち込まず、キューバ国内で専門家が車を調達する場合でも、EMED を通じ

てフリーゾーンで購入可能であるため、実質免税措置を受けられることになる。  

 

＜プロジェクト機材＞  

キューバ国政府とプロジェクト実施にかかる合意文書を交わしたプロジェクトに

ついては、プロジェクト機材の免税措置を受けられる。  

プロジェクト機材の調達は、輸入も国内調達もその手続きも EMED が担当する。そ

の調達にあたっては必要な情報（機材の重量、容積、スペックなど）を事前に MINVEC

を通じて EMED に通知する必要がある。なお、調達時のコンサイニーは EMED になる。  

EMED は公正な調達手続きを確保するための、MINVEC 傘下の機関であり、複数社

からの見積もり取り付け、入札を含む一連の調達手続きを取り行う。調達先の決定は、

EMED、MINVEC、実施省庁からなる調達委員会による審査により行われる。  

 

＜免税措置を受けた物品・機材の売却＞  

専門家の帰任時やプロジェクト終了時に免税措置を受けた物品・機材を売却する場

合は、その売却時に税金が課せられる。ただし、専門家間、またはプロジェクト間の
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譲渡・売却については、課税の対象とはならない。  

 

＜キューバ国側省庁によるプロジェクト経費負担＞  

各省庁がプロジェクト関連予算の外貨分を財務省に申請することは可能だが、その

申請が承認される可能性は低い。ただし、プロジェクト終了後その活動はキューバ国

側の責任において継続されるため、その継続に必要な外貨が実施省庁に割り当てられ

ることとなる。  

 

＜RD 上で解釈の違いが発生した場合＞  

RD 上に解釈の違いが発生した場合には、調停等に持ち込まず、友好的に解決する

こととする。  

 

(2) 農業省（11 月 19 日～22 日）  

＜プロジェクトタイトル＞  

原原種、原種、登録種子は証明種子の一カテゴリーであり、今回プロジェクトが支

援する種子生産システムは、「証明種子生産システム」の一部であるため、タイトルは

「証明種子の生産システムの強化」とする。  

 

＜プロジェクトの裨益者＞  

今回のプロジェクトの裨益者となる種子生産者は、CCS や CPA に所属している。裨

益者をより明確にするために、CCS と CPA の名称を PDM 上に明記する。ただし、CCS

と CPA の数は全国に合わせて 2500 以上あることから、そのすべてを対象とはせず代

表的な CCS と CPA を適当な数だけ抽出する。  

また成果 3 については、プロジェクト全体の進捗に支障のない範囲で普及員と SICS

検査員も活動の対象に加える。  

 

＜地域稲作試験場＞  

稲作研究所の傘下の 3 つの ETIA では、全国に供給する原種を種類毎にそれぞれ分

担して生産している。しかしながら、プロジェクト対象地区の中央５県の外に位置す

るグランマの ETIA は、プロジェクト事務所を構える稲研究所から距離があるため、

今回のプロジェクトではまずは稲研究所から近いほうの 2 カ所の ETIA を対象とし、

グランマの ETIA は含めない。  

なお、農業省としては、各地で生産される米の種子は、それぞれの地域で生産でき

る仕組みを構築したいと考えている。しかし現状では農業省の地方の種子生産体制や

能力がそれに伴わないため、全国に供給する種子を種類毎に 3 つの ETIA で分担して

生産している。  

 

＜スーパーゴール＞  

自由流通米が増産は、米全体の生産量増加にも資する。しかしながら、自由流通米

とならんでキューバ国の米生産の大きな割合を占める特殊米の今後の生産量の動向を
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予測することが難しい。そのため、PDM 上のスーパーゴールは、米全体の生産量増加

ではなく、自由流通米の生産量増加とする、  

 

＜上位目標の指標＞  

上位目標の指標は生産者数と耕作面積で表現し得るが、生産量へのインパクトをよ

り反映できる耕作面積を指標とする。  

 

＜PDM の数値目標＞  

PDM の数値目標は、プロジェクト専門家派遣後にキューバ国側と協議の上で決定す

る。  

＜収穫後処理能力および輸送能力＞  

キューバ国側の保有する機材の収穫後処理能力と輸送能力は、米種子生産システム

を強化する上で改善する必要の高い課題であるが、今回のプロジェクトではインフラ

整備よりも技術面の強化に重点をおくこととし、右 2 課題はその現状維持を外部条件

として位置付ける。  

しかしながら、その改善の必要性は高いため、プロジェクト活動と並行してキュー

バ側が改善に努めることとした。  

 

＜短期専門家の専門分野＞  

短期専門家の専門分野は、プロジェクトの進捗やそのときのニーズに合わせて対応

できるよう RD には明記しないが、現時点で投入が想定される専門分野は「種子生産」

「農業機械」「灌漑」「研修」など。  

 

＜機材の導入＞  

今回先方から、（大型）機材の導入の要望が強くあげられたが、これら機材のメン

テナンスは外貨による対応となり、プロジェクト終了後の持続発展性に影響しかねな

いことから導入はできるだけ控えることとした。また、本プロジェクトでは技術面の

強化に重点をおくこととし、筑波センター所管の国別研修「小規模稲作技術」を通じ

て紹介してきた「簡易な農機具・機材」の導入を積極的に図ることとした。  

 

＜キューバ国側の予算負担＞  

内貨で対応できる予算は農業省が対応する。外貨で対応しなければならない部分に

ついても、農業省で対応するよう努めるが、困難な場合はプロジェクト予算で対応す

ることとする。輸入機材調達やそのメンテナンス、インターネット接続などが外貨対

応となる（E-mail は内貨対応）。  

 

＜旅費＞  

出張時の旅費は、移動手段および昼食は提供可能だが、宿泊費の支出は難しい。  

 

＜プロジェクトダイレクター＞  
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プロジェクトダイレクターについては、農業省から GAIA の Presidente とすること

を提案されたが、業務内容とその重要性から副大臣をプロジェクトダイレクターとし

てもらえるよう当方から要請し、現在農業省内で調整を行っている。  

なお GAIA とは、キューバ全体の米生産を統括する農業省傘下の組織である。本プ

ロジェクトの C/P 機関となる稲研究所は、予算や計画上の指揮命令系統では科学技術

局の下部組織となるが、米生産業務においては GAIA の管理下に入りそのすべての活

動において GAIA の承認を受ける必要がある。なお、中央省庁には「米」という特定

の作目を対象とする部署はない。  

また、副大臣は、科学技術局および GAIA の直近の上位ポストにあたる。  

 

＜県レベルでの活動のモニタリング＞  

プロジェクトでは、 JCC とステアリングコミッティを設置することとしたが、これ

とは別にキューバ国側が独自に各県での米生産事業をモニタリングするための委員会

を設置することとなった。本委員会は以前実施した開発調査時にも県ごとに設置され

ていた。  
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第４章 団長所感  

 

 キューバ国側にとって実質的に最初の本格的技術協力プロジェクトとなるが、調査

団への対応につき最大限の協力を行った点は、評価できる。免税、特権免除、滞在条

件など専門家の滞在や機材供与に関する諸条件等も徐々に明らかになり、今後さらに

技術協力事業実施の基礎的条件確保は進展するものと思われる。  

 自由流通米、海水魚養殖ともキューバ国側による将来的な全国規模の事業展開への

布石としての意味を持つが、キューバ国側の人材、組織的な能力を考えると、十分な

フォローアップは可能なものと思われる。  

 一方、プロジェクトの実施の実際に関し、特に実施の初期の段階においては、協力

プロジェクト受け入れの経験が浅い点、社会･経済制度の特殊性、事業実施の物理的環

境等に十分考慮しつつ、柔軟に対応するなど配慮することも必要かと思われる。  
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